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日常生活支援総合事業の実態と課題 

2026年 2月 5日 

地域と協同の研究センター 

研究員 榑松佐一 

＜1＞はじめに 

昨年の社会保障審議会介護保険部会では介護分野の職員の賃上げ・職場環境

改善支援事業について議論がされた。審議会では「介護分野の人材不足が厳しい

状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行う」た

め緊急的対応として賃上げ・職場環境改善の取り組みを決定した。 

そこでは「介護従事者に対して幅広く賃上げ支援を実施し、生産性向上や協働

化に取り組む介護サービス事業所又は介護保険施設（介護予防・日常生活支援総

合事業※1 を含む。以下「介護サービス事業所等」という。）の介護職員に対し

て賃上げ支援を上乗せするとともに、介護職員について、職場環境改善に取り組

む介護サービス事業所等の支援を行う。」とされ、総合事業生活支援サービスＡ

型も対象とされた。 

 しかし実際にはサービス活動Ａ事業所のうち「介護職員等処遇改善加算が設

けられている場合」という条件を付けていた。生活支援の報酬は最低賃金を払う

ことすら困難なレベルで、処遇加算どころではない。実際にはほとんどが対象外

とされている。 

さらに国は軽度（要介護 1・2）の生活支援を介護保険から外して総合事業に

移行させようとしている。しかし国は実態を全く把握していない。審議会で何度

も議論されてきたがいまだに「市町村が、総合事業のサービス・活動の実施状況

について適切に評価を行い、当該評価を踏まえて実効的に改善を図ることがで

きるよう、自治体の関係者が取り組みやすくなるような効果検証手法の具体化

を進めていくことが適当」というだけである。 

私の生協内にある「生活支援センターなごや」は生活支援Ａ型専門で名古屋市

内最多 70人の利用者がいる。しかし事務所も人手も生協頼みで、支援員には最

賃引き上げ分がやっとで処遇加算はできていない。 

この現場から生活支援Ａ型の実態と課題を明らかにすることが本論の目的で

ある。 
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＜２＞日常生活支援総合事業の現状 

介護保険部会（2025.12.25）では賃上げに加え、「介護保険制度の見直しに関

する意見」（以下「意見」）がまとめられている。そこには生産年齢人口の減少が

続き、医療と介護を必要とする 85 歳以上人口がピークとなる。2040 年度まで

に約 57 万人の新たな介護職員の確保が必要と推計されている。一方で、2023 

年度には介護職員数が初めて減少に転じており、高齢者介護を支える人的基盤

の確保が課題となっている。「意見」は「柔軟な対応」ができる「地域包括ケア

システムの深化」により「医療・介護の一層の連携を図り、医療・介護・予防・

住まい・生活支援等の包括的な確保を図っていく」としている。 

国は拠点となる地域包括支援センターは全市町村、5,487 か所（令和７年４月

末現在）に設置され「全国ベースでは着実に進んできている」としている。総合

事業については「その充実に向けた取組を推進している。」 

 資料をみると類型ごとのサービス・活動の実施市町村の割合は、訪問型・通所

型ともに従前相当サービスの割合が最も高くなっている。自治体として従前相

当サービス以外の住民主体の「多様なサービス・活動（Ａ～Ｄ）」のいずれかで

も実施している市町村ですら 65％にとどまっている。 

さらに利用人数をみると要支援者

214万人のうち 11万人（4.2％）程

度しか利用できていない。 

 

第２－１表　都道府県別 要介護（要支援）認定者数 令和7年10月末

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

全国計 1,087,609 1,053,329 1,518,691 1,234,072 951,46 921,254 587,283 7,353,654
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労基法適用の生活支援Ａ型は「やっていないか１人も利用者がいない」事業所

が 43.7％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度老人保健健康増進等事業「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整

備の実施状況に関する調査研究事業」12/1 介護保険部会資料から 

訪問Ａを実施しているといっても「利用者が 1名以上いる」というから、4.5

万事業所からすると 1 事業所あたり数人が大半と思われる。これでは独自の処

遇加算制度をつくる手間のほうがたいへんになる。 

また「従前相当」利用者も減少している。総合事業が始まったときに要支援と

なった利用者の多くは「従前相当」で受け入れてきた。事業者としては要介護に

派遣しているヘルパーを「従前相当」や「生活支援」利用者に派遣する際に、時

給を下げるわけにはいかない。しかしこの間「従前相当」の報酬単価が据え置か

れるなかでも最低限の時給は払わねばならないため、「従前相当」の受け入れも

断る事業者が増えており、利用者数は大幅に減少している。ここに介護報酬引き

下げが拍車をかけている。大手介護産業Ｎ社は総合事業が始まったときに「生活

支援Ａ」を受け付けず、一昨年秋からは「従前相当」からも撤退した。 
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また居宅訪問事業所のケアマネ報酬改定があり、生活支援利用者２人でひと

り分から３人でひとり分へと引き下げられ、ケアマネも生活支援のケアプラン

作成に消極的になっている。 

受け入れ事業所が減るなか、地域包括支援センターはボランティア頼みとな

っている。実際私の生協の有償ボランティアグループには地域包括からの依頼

が増加しているがすべては受けられない。 

 

＜３＞「介護予防の推進、総合事業の在り方」 

国は相変わらず「高齢者や住民主体の活動団体、地域運営組織････協同組合、

民間企業、シルバー人材センター･･･民生委員等の多様な主体を含めた地域の力

を組み合わせた支え合いの体制づくりを効果的に行えるよう支援していくこと

が重要」（「意見」）というだけで、高齢化でシルバー人材センターや民生委員、

生協ボランティアでなり手不足に陥っている実態を見ていない。 

総合事業については「サービス・活動Ｃについて･･･指定事業者による請求・

支払の仕組みを活用して介護レセプトとして実施の状況等を収集する新たな仕

組みを構築するとともに、関連データを組み合わせた評価を可能とすることが

適当」というだけだ。サービスＣ以外の実態について特に議論はなく「データベ

ースを作り見える化すべき」との意見が紹介されているだけである。 

2010 年頃から正規で働く女性が増え、専業主婦が減少してきている。さらに

内閣府「労働力調査」では高齢者の労働参加率も大幅に上がっている。65 才～

69才の労働参加率は 2012年の 38.2％が 2021年には 54.9％となっている。さら

に 2025 年に段階の世代が 75 歳となり各地のシルバー人材センターも運営困難

になってきているという。 

 今後は雇用労働者としてのサービスＡを整備することが不可欠になっている。

ある事業者は次のように述べている。 

「サービスＡは一般の方を介護の担い手として想定している性質上、 報酬単価

を大幅に引き上げることは現実的に難しい側面があると考えております。担い

手が不足している中で、採算の合わない低単価では事業所が対応できないのは

当然の結果です。」「また、専門知識のない一般の方が要支援者の自宅で適切なケ

アを行うというモデル自体、現実的な担い手の確保が極めて困難であり、まさに

「絵に描いた餅」と言わざるを得ない状況です。」「自治体側にとっても、総合事

業における従前相当サービスが一般財源からの拠出となっていることが 大き

な負担です。本来は移行期間の暫定措置であるため、早期終了を望む自治体も多

く、いつ廃止されてもおかしくない危うい状況にあります。」 
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＜4＞要介護１・２生活支援の総合事業化 

総合事業の実態把握がこの程度でありながら国は軽度者（要介護１・２）の生

活援助サービス等(を介護保険から外して自治体の総合事業に移管にする問題)

を提起した。 

議論では 

・ 要介護１・２の方は要支援の方と比べ、認知症の症状が異なるなど、状態が

大きく異なる上に、支援には専門的な知識や技術、対応力が必要。十分な支援が

行えない場合、利用者の状態像が悪化し、結果的に費用の増大につながりかねず、

慎重な検討が必要ではないか。  

・ 総合事業の実施状況が各自治体で一様ではなく、移行することは難しいので

はないか。特に、サービス・活動Ｂのような住民参加型のタイプの展開が進まな

い理由をまずは分析し、その評価をすることが必要ではないか。  

・ 総合事業によるサービスの効果検証がないまま、総合事業へ移行する議論は、

時期尚早。事業者の力量は未知数であり、総合事業に移行すれば、在宅ケアは著

しく後退するのではないか。 

などの意見が出された。 

これまで「第 10期の開始（2027年度）までに結論を出す」とされていました

が、今回も「第 11 期介護保険事業計画の策定に当たって実施するニーズ調査

に向けて･･環境整備を行う」と議論が延長された。 

認知症家族の会の代表は「そもそも、要介護 1、2の状態を「軽度者」と扱う

こと自体が、現場を知らない人の言うことだと断言できます。特に認知症の介護

をしている家族にとって、在宅介護で一番大変なのは、要介護 1、2の時期なの

です。徘徊や混乱など、目が離せない状況が続くこの時期を「軽度」と切り捨て

るのは暴論です。」と批判した。石田路子委員が指摘するように「介護保険制度

の見直しにあたっては、まず制度のもとで人々が本当に生活できているのかを

丁寧に検証することが不可欠」である。 

 

資料「論点ごとの議論の状況（持続可能性の確保）」ｐ18～ 

（６）軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001611279.pdf 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001611279.pdf
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＜5＞愛知県内の日常生活総合事業訪問サービスの利用状況 

      ～自治体キャラバン 2024～ 

 総合事業訪問支援の利用者は減少の一途をたどっている。愛知県の要支援・事業

対象者が 2021 年の 117，475 人から 128，711 人に増えているのに、いわゆる「予防

型」（従前相当）は 16,471 人から 15，837 人へ、生活支援Ａ型では 4，558 人から 3，

709人へと減少し続けている。認定者数のわずか 3％しか利用できていない。 

地域別介護報酬単価 11.05 と愛知県内で最も単価の高い名古屋市でも全体で

1900件、1事業所あたり数人しか受け入れていない。1/3の自治体で生活支援Ａ型を

ほぼやっていない。 

 「予防型」の訪問は要介護と同じく初任者研修修了者が担当するが、介護報酬は

1176単位で据え置かれ、訪問介護に比べて 7割程度にしかならない。利用者が要支

援であってもヘルパーの時給を下げるわけにはいかないので、介護報酬が低い分は

事業所がかぶっている。 

 生活支援Ａ３型は自治体による簡易研修修了者が行うがその単位数は多くの自治

体で月 1000単位（60分以内、週 1回）以下となっている。Ａ型は雇用労働者で最低

賃金が適用される。2024年に大幅引き上げして 1065単位と愛知県内で一番高い名

古屋市ですら下図のように昨年、一昨年の最賃引き上げですでに手いっぱいとなって

いる。介護単価の地域手当もなく 1000単位未満の自治体の事業所では県内同一の

最低賃金を払うと大幅赤字

となる。最低賃金ギリギリの

訪問時給では支援者も集ら

ないため、受け入れを断る

事業者が大半である。 

 ここに 2024年度の「まさ

かの訪問介護報酬引き下

げ」で居宅訪問事業所の倒

産が倍増した。このままで

は介護保険料だけ取られて

自宅で訪問サービスを利用

できる事業所がなくなってし

まう。まさに「介護保険料払

って介護なし」になりかねな

い。 
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国では 2025年度の補正予

算で介護報酬が上乗せさ

れ、26 年度も継続されること

になった。しかし総合事業サ

ービスＡでは「介護職員等処

遇改善加算」の制度がない事業者が大半で補助は受けられない。 

 自治体からは総合事業で引き上げの話はでていない。表にあるとおり最低賃金は毎

年大幅に引き上げられており、３年ごとの報酬改定では間に合わない。名古屋市にも

補正予算で引き上げを求めたい。 

 

 

参考に全国の主な自治体の総合事業生活支援単位を添付する。各都道府県も同

様に政令市の地域単価が一番高く、それ以外の自治体ではさらに低い報酬にな

っていると思われる。国として制度全体の見直しが求められる。 

 

 

主な都市の生活支援サービスコード（単位数）

政令市 種類 サービス略称 算定項目等 1回単位 1月につき 地域単価
報酬月額
（週4回）

2025年度
最低賃金

改定額
最低時給
×4回

札幌市 A2 訪問型独自サービスⅣ／２
事業対象者、要支援１・２
【４５～６０分未満】

277 10.21 11,313 1,075 65 4,300

仙台市 A2 訪問型独自サービス/211
Ａ　生活支援訪問型サービス費
〔生活援助のみの場合〕

943 10.42 9,826 1,038 65 4,152

さいたま市A3 事支援型訪問サービス（90）
1)　家事支援型訪問サービス費
事業対象者・要支援１・２

233 11.05 10,299 1,141 63 4,564

世田谷区 A3 生活援助サービス週１
※週１回程度利用 （１月の中で
全部で５回まで）

226 11.40 10,306 1,226 63 4,904

横浜市 A3 生活援助サービスⅠ
生活援助サービス費
(独自) (Ⅰ)

1,058 11.12 11,765 1,225 63 4,900

名古屋市 A3 生活支援型・週1回・1割
イ　生活支援型訪問
     サービス費（Ⅰ）

1,064 11.05 11,757 1,140 63 4,560

京都市 A2 生活支援型ヘルプサービスⅠ
支援１・要支援２・事業対象者
週１回程度

987 10.70 10,561 1,122 64 4,488

大阪市 A2 訪問型独自サービス／２１１
事業対象者・要支援1・2（週1回
程度）

888 11.12 9,875 1,177 63 4,708

神戸市 A2 訪問型独自サービス/２１１ (1)１週に１回程度の場合 941 10.84 10,200 1,116 64 4,464

広島市 A2 訪問型独自サービス/２１１
事業対象者・要支援１・２（週1
回程度）

990 10.70 10,593 1,085 65 4,340

福岡市 A2 訪問型独自サービス/２１１ （１）１週に１回程度の場合 851 10.70 9,106 1,057 65 4,228
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愛知県内自治体の利用者数（愛知社保協自治体キャラバンから） 

 

元データは下記から 

愛知自治体キャラバンとは | 愛知県社会保障推進協議会  

http://syahokyo.airoren.gr.jp/caravan   

http://syahokyo.airoren.gr.jp/caravan
http://syahokyo.airoren.gr.jp/caravan
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※1 介護予防・日常生活支援総合事業とは 

2015 年度の制度改正で始まり、従来の介護保険サービスの一部（要支援 1・2 向けの訪問介

護・通所介護）を市町村独自の事業へ移行したものです。 高齢者が住み慣れた地域で安心して

自立した生活を続けられるよう、地域全体で支えるという建前です。そこでは①高齢者が身体機

能の維持・向上だけでなく、社会参加を通じて介護予防ができるようにする。②医療・介護・予防・

住まい・生活支援を一体的に提供する地域包括ケアシステムを構築する。③民間企業やボランテ

ィア、NPO など多様なサービスの提供:でニーズに柔軟に対応するとしています。 

介護予防・日常生活支援総合事業の基準について 

○ 訪問型サービスは、従前の介護予防訪問介護に相当するもの（訪問介護員等によるサービ

ス）と、それ以外の多様なサービスからなる。  

○ 従前の介護予防訪問介護相当のものについては、訪問介護員等による短時間の生活援助と

いったサービス内容も想定される。 旧介護予防訪問介護等に相当するものとして、省令第 140

条の 63 の６第１号の基準に従う。ほとんどの自治体が１時間以内 1176 単位 

○ 多様なサービスについては、主に以下のようなサービス類型が想定される。  

自治体ごと単位数を設定 

・ 主に雇用されている労働者により提供される緩和した基準によるサービス（訪問型サービスＡ）  

・ 有償・無償のボランティア等により提供される、住民主体による支援（訪問型サービスＢ）  

・ 保健・医療の専門職により提供される支援で、３～６か月の短期間で行われるもの（訪問型サ

ービスＣ）  

・ 介護予防・生活支援サービスと一体的に行われる移動支援や移送前後の生活支援（訪問型サ

ービスＤ） 

 


